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第１章 経営戦略の概要  

１．１ 経営戦略策定の目的 
各地方公共団体は、経営環境が厳しさを増す中にあっても、事業、サービスの提供を安

定的に継続できるよう、中長期的な視点に立った経営を行い、徹底した効率化、経営健全

化に取り組むことが必要である。 
そのためには、公営企業の中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を企業ごとに

策定し、それに基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、経営基盤の強化と財政

マネジメントの向上を実現していくことが強く求められる。 
鰺ヶ沢町では、平成 30 年度に下水道事業の経営戦略を策定しているが、前回の策定か

ら５年が経過したことを受けて、今回下水道事業の経営戦略を見直すものである。なお、

鰺ヶ沢町では令和 6 年４月に地方公営企業法の適用を予定していることから、今回策定す

る経営戦略は、法適用版により作成を行う。 
 

１．２ 計画期間 
 総務省「経営戦略ガイドライン」に示されている計画期間の考え方である“事業の特性、

個々の団体・事業の普及状況、施設の老朽化状況、経営状況等を踏まえて、10 年以上の合

理的な期間を設定することが必要”を踏まえ、経営戦略の計画期間は次のとおりとする。 

 

【計画期間】令和 6 年度（2024）〜令和 15 年度（2033） 
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第２章 現状と課題 

２．１ 事業概要 

２．１．１ 下水道施設の概要 

鰺ヶ沢町では、公共下水道 1 処理区、農業集落排水 5 地区で事業を実施している。 
 

 
図 1 下水道事業の位置 
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（１）公共下水道 

鰺ヶ沢町の公共下水道事業は、平成 7 年度に都市計画決定を行い、同年度に都市計画

事業認可、下水道法事業認可を受けて事業に着手している。 

その後、数回の変更を経て、現在の計画区域を 172.6ha とし、鋭意事業を進めている。 

 

表 1 公共下水道の概要 

 
 

 

（２）農業集落排水 

鰺ヶ沢町の農業集落排水事業は 5 地区で実施しており、全ての地区で概成している。 

 

表 2 農業集落排水の概要 

 

  

地区名
計画区分 全体計画 事業計画

供用開始年度 平成14年度 同左
目標年度 令和12年度 令和6年度
計画区域面積(ha) 329.0 172.6
計画人口(人) 3,900 2,750
計画汚水量(m3/日) 2,480 1,680

オキシデーショ 同左
（JURUSーⅢ）

処理方式

鰺ヶ沢処理区

地区名 ⻑平 種⾥ 中村 建⽯ 南浮⽥
供用開始年度 平成7年度 平成10年度 平成10年度 平成15年度 平成14年度
処理区域面積(ha) 27.0 16.3 32.3 43.6 23.5
計画人口(人) 570 420 1,000 910 630
計画汚水量(m3/日) 153.9 113.4 270.0 245.7 170.1

嫌気性ろ床併用 接触ばっ気方式 嫌気性ろ床併用 嫌気性ろ床併用 嫌気性ろ床併用
（JURUSーⅢ） （JURUS−Ⅰ） （JURUS−Ⅲ） （ＪURUS−Ⅲ） （ＪURUS−Ⅲ）

処理方式
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２．１．２ 下水道使用料体系 

公共下水道及び農業集落排水における下水道使用料体系は、次の考え方に基づき設定

されている。 

 

（１）下水道使用料の考え方 

下水道の使用料は、下水道に流した汚水の量に応じて、下記に示す表によって計算する。

なお、汚水量は水道の使用水量（水道メーターを通った水量）をあてはめる。 

 

表 3 使用料の体系 

 

出典：鰺ヶ沢町 HP 
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（２）下水道使用料の実績 

過去５ヶ年における条例上の 20ｍ3 あたり下水道使用料と実質的な 20ｍ3 あたり下水

道使用料は、次表のとおりである。 

 

表 4 公共下水道の 20ｍ３あたり下水道使用料 

 

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 

 
表 5 農業集落排水の 20ｍ３あたり下水道使用料 

 

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 

 
※条例上の下水道使用料とは、一般家庭における 20ｍ3あたりの使用料をいう。 

※実質的な下水道使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20ｍ3を乗じたもの。 

[条例上の 20ｍ3あたり下水道使用料＿算定根拠] 

基本料金 10ｍ3+従量使用料 

1,257(円)+(104 円/㎥×10 ㎥)=2,297(円) 

  

使用料収入
（千円）

有収水量
（ｍ3）

使用料単価
（円/ｍ3）

20ｍ3あたり
使用料
（円）

① ② ③=①/② ③×20
2020

令和2年度
2,297 16,742 134,399 124.6 2,491

2021
令和3年度

2,297 17,796 140,461 126.7 2,534

2022
令和4年度

2,297 17,112 133,986 127.7 2,554

実質的な20ｍ3あたり下水道使用料（税込）条例上の
20ｍ3あたり
下水道使用料
（税込：円）

年度

使用料収入
（千円）

有収水量
（ｍ3）

使用料単価
（円/ｍ3）

20ｍ3あたり
使用料
（円）

① ② ③=①/② ③×20
2020

令和2年度
2,297 10,045 71,795 139.9 2,798

2021
令和3年度

2,297 10,052 72,170 139.3 2,786

2022
令和4年度

2,297 9,933 71,463 139.0 2,780

実質的な20ｍ3あたり下水道使用料（税抜）条例上の
20ｍ3あたり
下水道使用料
（税込：円）

年度
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２．１．３ 組織体制 

  公共下水道及び農業集落排水を所掌している水道課下水道班の事務分担は次のとおり

である。 
 
○鰺ヶ沢町水道事業等管理規定  平成 29 年 4 月 1 日施工訓令甲第 6 号 
 
【下水道班】 
下水道班においては、次の業務を行う。 

(1) 下水道事業の経営及び調査に関すること。 

(2) 予算及び決算に関すること。 

(3) 資産の管理に関すること。 

(4) 下水道事業の啓蒙、普及に関すること。 

(5) 公印の管理及び文書事務に関すること。 

(6) 下水道工事業者の指定に関すること。 

(7) 下水道料金に関すること。 

(8) 排水装置工事の承認申請書の受付、承認及びその手数料に関すること。 

(9) 排水申込使用開始、中止、廃止、その他届出書類の受付等に関すること。 

(10) 下水道に関する苦情処理に関すること。 

(11) 公共下水道及び集落排水施設の整備計画に関すること。 

(12) 公共下水道及び集落排水施設の拡張、改良工事の実施に関すること。 

(13) 公共下水道及び集落排水施設の維持管理に関すること。 

(14) 道路占用に関すること。 

(15) その他下水道事業に関すること。 

出典：鰺ヶ沢町 HP 例規集 
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２．１．４ ⺠間活⼒の活用 

公共下水道事業、農業集落排水事業における民間活力の活用方法としては、包括的民

間委託等の民間委託や、指定管理者制度の活用、PPP/PFI の活用が考えられる。 

公共下水道事業及び農業集落排水事業における民間活力の活用状況は、下記のとおり

である。 

 

（１）⺠間活用状況 

１）処理施設、マンホールポンプ場 
・運転管理業務等を仕様発注にて委託 

  

２）管渠施設  
・修繕・清掃業務を仕様発注にて委託 

  

（２）⺠間活⼒の活用事例 

民間活力の事例として以下の３つが考えられる。 

イ 包括的民間委託 

ロ 指定管理者制度 

ハ PPP/PFI 
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イ 包括的⺠間委託 
包括的民間委託とは、「民間事業者が施設を適切に運転し、一定の要求水準（パフォ

ーマンス）を満足できれば、施設の運転方法の詳細等については、民間事業者の裁量に

任せる」という性能発注の考え方に基づく委託方式であり、複数年契約を原則としてい

る。根拠となる法令はないが、国土交通省から包括的民間委託の推進を求める通達が出

されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 性能発注レベルと性能発注によるコスト縮減のイメージ図 
 

ロ 指定管理者制度 

指定管理者制度とは、地方自治法第 244 条の２に基づき、地方公共団体が指定する法

人、その他の団体（指定管理者）に公の施設の管理を行わせることができる制度である。 

包括的民間委託とは根拠となる法令・通達等が異なり、条例の制定・議会の議決が必

要等の違いはあるが、性能発注・複数年契約とすることにより、包括的民間委託と同等

の効果を得ることが可能と考えられている。 

 

ハ PPP/PFI 
・ 公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームを PPP(パブリック・プライベー

ト・パートナーシップ:公民連携)と呼ぶ。PFI は PPP の代表的な手法の一つ。 

・ PPP の中には、PFI、指定管理者制度、市場化テスト、公設民営(DBO)方式、さらに包

括的民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれる。 
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【PFI とは】 
・ PFI(プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ)とは、公共施工等の設計、建設、

維持管理及び運営に、民間の資金とノウ八ウを活用し、公共サービスの提供を民間主

導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方。 

・ PFI の考え方は英国で生まれた構想であるが、これに類似した公共事業分野への民間

参画の取組は世界各国においても行われており、PFI は「小さな政府」や「民営化」

等行政財政改革の流れの一つとして捉えられるもの。VFM（ヴァリュー・フオー・マネ

ー）は PFI の基本原則である。 

         

表 6 PPP/PFI 手法の概要 
手法 概要 

直営 ・管理者が自らの職員により下水道施設の運営や業務を行う方式 

仕様発注 ・個々の業務ごとに詳細な仕様を策定し、工事や業務ごとに発注する方式 

包括的⺠間委託 ・下水処理サービスの質を確保しつつ、⺠間の創意工夫を⽣かした効率的
な維持管理を行うため、複数年契約を前提とした性能発注を基本的な要
素とする方式 

DBO ・公共側が資⾦調達し、設計・建設・運営は⺠間が⼀体的に実施する方式 

PFI（従来型） ・⺠間が資⾦調達し、設計・建設・運営も⺠間が⼀体的に実施する方式 
コンセッション 
方式 

・管理者は運営権者に運営権を設定し、運営権者は利用者から収受する利
用料⾦に基づき事業を運営する方式 

⺠間収益施設併
設事業及び公的
不動産活用事業 

・収益施設を併設したり、既存の収益施設負担を最小に抑え、公共目的を
最大限達成することを目指した事業 

・公的不動産の利活用について、⺠間からの自由な提案を募ることで実施
する事業 

 

【方針】 

・ 現時点で包括的⺠間委託、指定管理者制度、PPP/PFI の予定はない 

（将来的にウォーターPPP の導入を検討する） 
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２．１．５ 下水道資産の活用 

下水道事業における資産活用方法としては、下水熱・下水汚泥・発電等のエネルギー利

用や、未利用等の土地・施設等利用が考えられる。 

 

※「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源 

（資産を含む）を用いた収入増につながる取組を指す。 

※「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、

収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。 

 

（１）エネルギーの有効利用：汚泥利用 

  処理場から排出される下水汚泥は、処分場へ搬出するほか、下記のような有効利用方

法がある。 

 

① エネルギー利用（消化ガス） 

・ 汚泥の有機分解などによって発生するメタンを主とした消化ガスを発電用燃料など

として利用 

・ 自動車の燃料や都市ガスとして供給 

 

② 緑地・農地利用 

・ コンポスト化して、肥料や地力増進資材として農作物生産力の維持に活用。 

 

③ 建設資材利用 

・ 下水道工事の埋め戻しに利用される他、セメント原料、コンクリート、骨材、ブロ

ック、レンガ等の原料として利用 

   

（２）エネルギーの有効利用：下水熱利用 

下水は年間を通して温度変化が少なく、冬期は外気よりも水温が高く、夏期の昼間は

外気よりも水温が低いという特性があるため、温度差を利用して熱交換器により給湯・

暖房用ヒートポンプの熱源水や冷房用の冷却水として利用する技術である。また、冬期

に熱のみを利用することもある。 
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 (掛川市)大須賀浄化ｾﾝﾀｰ(660kW) 

（３）土地の有効利用：太陽光発電 

地表に無尽蔵に注ぐ太陽光は 1ｍ2当たり１kw に相当するエネルギーを有しているこ

とから、太陽光発電はこのエネルギーを利用し、シリコン半導体などに光が当たると電

気が発生する現象を用い、太陽の光エネルギーを直接電気に変換する発電方法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）土地の有効利用：風⼒発電 

風力発電は、風の運動エネルギーを風車(風力タービン)により回転エネルギーに変換

し、その回転を歯車などで増速して電気エネルギーに変換する発電方式である。条件が

整えば、他の自然エネルギーに比べて高い発電量が得られ、エネルギー自立率を大きく

引き上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽電池アレイ 

パワーコンディショナ 

受変電設備 

施設内負荷 

接続箱 

 
太陽電池モジュール 

セル 

拡大 

システム構成の例 
処理場内の設置事例 

増 速

動力伝達軸 
発 電

ブレーキ装置 
ヨー駆動装置 

ロータ軸

ハブ 

ナセル 

タワー 

ブレード 

風車の構造 
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（５）下水の有効利用：小揚程水⼒発電 

水力発電は、高い所から低い所に流れ落ちる水の勢いで水車を回し、この水車を原動

機として発電機を回転させることで発電する方式である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【方針】 

・ 本町の処理場は小規模であり下水道資源の活用予定はない。 

 

  

小水⼒発電システム構成(ｻｲﾌｫﾝ取水方式) 

(京都市)⽯⽥水環境保全ｾﾝﾀｰ(9kW) 

 
放流渠  

 

 

 
発電機 
 盤 

 

Ｍ 

真空 
ポンプ 

真空 

破壊弁 

高低圧 
 盤 

水車 

発電機 



13 

２．２ 現状分析 

下水道事業における過年度の状況を決算統計等より把握し、経営指標を用いた現状分

析を行う。 
 

２．２．１ 普及状況 

（１）行政人口 

１）公共下水道 

・ 面整備を進めているが、人口減少に伴い処理区域内人口も減少している。 
 

表 7 行政人口及び処理区域内人口の推移 

年度 
2020 2021 2022 

備考 
（R2） （R3） （R4） 

①行政人口（人） 9,373 9,156 8,888   
②処理区域内人口(人） 3,038 2,968 2,912   
③人口普及率（％） 32.4 32.4 32.8 ②/① 

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 

 

２）農業集落排水 

・ 面整備が概成しているため、人口減少に伴い処理区域に人口も減少している。 
 

表 8 行政人口及び処理区域内人口の推移 

年度 
2020 2021 2022 

備考 
（R2） （R3） （R4） 

①行政人口（人） 9,373 9,156 8,888   
②処理区域内人口(人） 1,516 1,476 1,437   
③人口普及率（％） 16.2 16.1 16.2 ②/① 

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 
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（２）下水道計画区域 

１）公共下水道 

・ 全体計画面積 329.0ha に対し、141.6ha の整備（43.0％）が完了している。 

 

表 9 下水道計画区域の推移 
(単位：ha)  

  
2020 2021 2022 事業計画 

(R6) 
全体計画 

(R12) （R2） （R3） （R4） 
鰺ヶ沢処理区 127.6 132.9 141.6 172.6 329.0 

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 

 

 ２）農業集落排水 
・ 全体計画面積 142.7ha に対し、142.7ha（100％）の整備が完了し概成している。 

 

表 10 下水道計画区域の推移 
(単位：ha)  

  
2020 2021 2022 計画 

 
全体計画 

 （R2） （R3） （R4） 
⻑平地区 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 
種里地区 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 
中村地区 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 
南浮田地区 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 
建石地区 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 
計 142.7 142.7 142.7 142.7 142.7 

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 
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（３）下水道整備人口及び水洗化人口 

１）公共下水道 

・ 令和 4 年度における処理人口は 2,912 人であり、減少傾向にある。 

・ 水洗化率は、増加傾向であり令和 4 年度は約 44％である。 

 

表 11 下水道整備人口と水洗化人口の推移 

年度 
2020 2021 2022 

備考 
（R2） （R3） （R4） 

①処理区域内人口(人） 3,038 2,968 2,912   
・前年との比較（人） ― -70 -56   
②水洗化人口（人） 1,223 1,321 1,268   
③水洗化率（％） 40.3 44.5 43.5 ②/① 

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 

 

図 3 下水道整備人口と水洗化人口の推移 
 

【水洗化向上の対策例】 
・ 接続費用・水洗化費用の無利子貸付もしくは奨励金、戸別訪問によるお願い、印刷

物による広報等を行っている。 
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２）農業集落排水 
・ 令和 4 年度における処理人口は 1,437 人で、減少傾向にある。 

・ 農業集落排水の水洗化率は、減少傾向を示しており令和 4 年度で約 67％となってい

る。 

 

表 12 下水道整備人口と水洗化人口の推移 

年度 
2020 2021 2022 

備考 
（R2） （R3） （R4） 

①処理区域内人口(人） 1,516 1,476 1,437   
・前年との比較（人） ― -40 -39   
②水洗化人口（人） 1,051 973 955   
③水洗化率（％） 69.3 65.9 66.5 ②/① 

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 

 

 
図 4 下水道整備人口と水洗化人口の推移（農集） 

 
【水洗化向上の対策例】 

・ 接続費用・水洗化費用の無利子貸付もしくは奨励金、戸別訪問によるお願い、印刷

物による広報等を行っている。 
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２．２．２ 処理水量・有収水量の状況 

（１）公共下水道 

・ 令和 4 年度の処理水量は 166,683ｍ3/日であり、面整備及び水洗化人口の増加に合わ

せて、増加傾向にある。 

・ 令和 4 年度の有収率は約 80％であり、ばらつきがあるものの減少傾向にある。 

 

表 13 処理水量と有収水量の推移 

年度 
2020 2021 2022 

備考 
（R2） （R3） （R4） 

総処理水量（ｍ3/年） 157,366 153,769 166,683   
有収水量（ｍ3/年） 134,399 140,461 133,986   
有収率（％） 85.4 91.3 80.4   

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 

 

 

図 5 処理水量と有収水量の推移 
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（２）農業集落排水 

・ 令和 4 年度の処理水量は 90,108ｍ3/日であり、整備が完了しているため、ここ数年

は人口減少に伴い減少傾向にある。 

・ 令和 4 年度の有収率は約 80％であり、横ばいの傾向を示している。 

 
表 14 処理水量と有収水量の推移（農集） 

年度 
2020 2021 2022 

備考 
（R2） （R3） （R4） 

総処理水量（ｍ3/年） 90,607 88,478 90,108   
有収水量（ｍ3/年） 71,795 72,170 71,463   
有収率（％） 79.2 81.6 79.3   

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 
 

 
図 6 処理水量と有収水量の推移（農集） 
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２．２．３ 施設利用率の状況 

（１）公共下水道 

・ 公共下水道の施設利用率（日平均処理水量／処理能力）の推移を見ると、令和 4 年

度で約 33％となっている。 

・ 面整備を進めているものの、人口減少に伴い水洗化人口も減少しているため、施設

利用率は微減傾向にある。 

 

表 15 施設利用率の推移 

年度 
2020 2021 2022 

備考 
（R2） （R3） （R4） 

①処理能⼒(ｍ3/日） 1,250 1,250 1,250 
 

②日平均処理水量(ｍ3/日） 431 421 415 晴天時 
③施設利用率（％） 34.5 33.7 33.2 ②/① 

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 

 

 

図 7 施設利用率の推移 
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（２）農業集落排水 

・ 農業集落排水の施設利用率（日平均処理水量／処理能力）の推移を見ると、令和 4

年度で約 26％となっており、横ばい傾向である。 

 

表 16 施設利用率の推移 

年度 
2020 2021 2022 

備考 
（R2） （R3） （R4） 

①処理能⼒(ｍ３/日） 953 953 953 
 

②日平均処理水量(ｍ３/日） 248 242 247 晴天時 
③施設利用率（％） 26.0 25.4 25.9 ②/① 

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 

 

 

図 8 施設利用率の推移 
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２．２．４ 有収水量・使用料収入の推移 

（１）公共下水道 

・ 公共下水道の使用料収入は、令和 4 年度で約 15.6 百万円（税抜）、１ｍ3/日当たり

の単価は 116.1 円（税抜）となっている。   

 

表 17 有収水量と使用料収入の推移 

年度 
2020 2021 2022 

備考 
（R2） （R3） （R4） 

消費税（％） 10 10 10  

有収水量（ｍ3/年） 134,399 140,461 133,986  

使用料収入（千円/年）  税込 16,742 17,796 17,112  

使用料収入（千円/年）  税抜 15,220 16,178 15,556  

使用料単価（円/ｍ3）  税抜 113.2 115.2 116.1  

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 

 

（２）農業集落排水 

・ 農業集落排水の使用料収入は、令和 4 年度で約 9.0 百万円（税抜）、１ｍ3/日当たり

の単価は 126.4 円（税抜）となっている。 

 

表 18 有収水量と使用料収入の推移 

年度 
2020 2021 2022 

備考 
（R2） （R3） （R4） 

消費税（％） 10 10 10  

有収水量（ｍ3/年） 71,795 72,170 71,463  

使用料収入（千円/年）  税込 10,045 10,052 9,933  

使用料収入（千円/年）  税抜 9,132 9,138 9,030  

使用料単価（円/ｍ3）  税抜 127.2 126.6 126.4  

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 
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２．２．５ 維持管理費の推移 

（１）公共下水道 

・ 公共下水道における維持管理費は管きょ、処理施設及びその他に分類される。 

・ 維持管理費は増加傾向を示している。令和 4 年度は浸水被害対応のための委託料が

発生しており約 84 百万円となっている。 

 

表 19 維持管理費の推移（公共） 

年度 
2020 2021 2022 備考 

（R2） （R3） （R4）  

維持管理費 管渠 1,322 2,325 1,499  

 （千円/年） 処理場 34,623 32,935 73,122  

  その他 3,761 7,100 9,622  

  計 39,706 42,360 84,243 ① 

有収水量(ｍ3/年)  134,399 140,461 133,986 ② 

水量当り単価（円/ｍ3) 295.4 301.6 628.7 ③=①/② 

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 

 

（２）農業集落排水 

・ 農業集落排水における維持管理費は管きょ、処理施設及びその他に分類される。 

・ 維持管理費は増加傾向を示しており、令和 4 年度は約 32 百万円となっている。 

 

表 20 維持管理費の推移（農集） 

年度 
2020 2021 2022 備考 

（R2） （R3） （R4）  

維持管理費 管渠 50 0 198  

 （千円/年） 処理場 21,053 22,990 23,312  

  その他 5,055 5,770 8,336  

  計 26,158 28,760 31,846 ① 

有収水量(ｍ3/年)  71,795 72,170 71,463 ② 

水量当り単価（円/ｍ3) 364.3 398.5 445.6 ③=①/② 

出典：地方公営企業年鑑、決算統計 
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２．２．６ 職員の状況 

・ 公共下水道事業及び農業集落排水事業は、水道課下水道班 3 名にて運営している。 
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２．２．７ 近傍都市の状況 

（１）使用料単価 

 １）公共下水道 
・ 公共下水道の県内他都市の使用料単価を比較すると、鰺ヶ沢町の使用料単価は、  

27 都市中 26 番目と、青森県内において 2 番目に安価な数値となっている。 

 
表 21  県内他都市との使用料単価比較表（公共） 

  
 出典：地方公営企業年鑑  
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２）農業集落排水 
・ 農業集落排水の県内他都市の使用料単価を比較すると、鰺ヶ沢町の使用料単価は、  

26 都市中 20 番目の数値となっている。 

 

表 22  県内他都市との使用料単価比較表（農集） 

  
 出典：地方公営企業年鑑 
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２．２．８ 水洗化率 

 １）公共下水道 

・ 公共下水道の県内他都市の水洗化率を比較すると、鰺ヶ沢町の水洗化率は、27 都市

中 24 番目の数値となっている。 

 

表 23  県内他都市との水洗化率比較表（公共） 

  

 

 出典：地方公営企業年鑑 
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２）農業集落排水 
・ 農業集落排水の県内他都市の水洗化率を比較すると、鰺ヶ沢町の水洗化率は、26 都

市中 22 番目の数値となっている。 

 

表 24  県内他都市との水洗化率比較表（農集） 

 
 

 

 出典：地方公営企業年鑑 
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２．２．９ 経営指標による分析 

経営指標を用いて経営状況を分析する。経営戦略で用いる経営指標は、“経営戦略ガイ

ドライン、総務省”で示している経営指標（例）の内、適用可能な下記に示す指標とする。 
 

【下水道事業で使用する経営指標】 

①収益的収支比率 
・総収益／（総費用＋地方債償還金）× 100 

・地方債償還金を含めた収益的収支状況を見るための指標 

 

②経費回収率 
・下水道使用料／汚水処理費（公費負担分を除く）× 100 

・適正な使用料単価の可否、汚水処理費とのバランスにより評価するための指標 

 

③汚水処理原価 
・汚水処理費（公費負担分を除く）／年間有収水量 

・汚水処理費が適正であるかを見るための指標 

 

④施設利用率 
・晴天時一日平均処理水量／晴天時現在処理能力 × 100 

・水処理施設の効率性や適正規模を見るための指標 

 

⑤水洗化率 
・現在水洗便所設置済人口／現在処理区域内人口 × 100 

・管渠施設の効率性や接続状況を見るための指標 

 

【経営指標の選定】 

経常収支比率、累積欠損金比率、流動比率、有形固定資産減価償却率、管渠老朽化率は、

地方公営企業法を適用していない企業（法非適用企業）には適用不可であり、令和 6 年 4
月に地方公営企業法の適用を予定している本町での適用は難しい。 

各経営指標を用いた分析は、鰺ヶ沢町と全国平均等の直近３ヶ年における指標値を比較

することにより行う。全国平均は、“下水道事業経営指標・下水道使用料の概要、総務省”

の経営指標平均値を引用した。 
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（１）公共下水道 

公共下水道事業における各経営指標の状況を示す。 
 

表 25  経営指標による分析 

 
出典：経営比較分析表 

 
１）収益的収支比率 

 
 

 
 

2020 2021 2022
R2 R3 R4

1_収益的収支比率（％）
鰺ヶ沢町 73.62% 70.58% 66.56%

2_経費回収率（％）
鰺ヶ沢町 44.01% 50.47% 31.80%
同類型区分平均値 79.77% 79.63% 76.78%

3_汚水処理原価（円/ｍ3）
鰺ヶ沢町 283.03 251.03 401.58
同類型区分平均値 214.56 213.66 224.31

4_施設利用率（％）
鰺ヶ沢町 34.48% 33.68% 33.20%
同類型区分平均値 49.47% 48.19% 47.32%

5_水洗化率（％）
鰺ヶ沢町 40.26% 44.51% 43.54%
同類型区分平均値 82.06% 82.26% 81.33%

年度 備考

2020 2021 2022
R2 R3 R4

鰺ヶ沢町 73.62% 70.58% 66.56%

年度 備考
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２）経費回収率 

 
 

 
 
 
３）汚水処理原価 

 

        

 
 

  

2020 2021 2022
R2 R3 R4

鰺ヶ沢町 44.01% 50.47% 31.80%

同類型区分平均値 79.77% 79.63% 76.78%

年度 備考

2020 2021 2022
R2 R3 R4

鰺ヶ沢町 283.03 251.03 401.58  （円/ｍ3）

同類型区分平均値 214.56 213.66 224.31  （円/ｍ3）

年度 備考
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４）施設利用率 

 
 

 
 
 
５）水洗化率 

 
 

 
  

  

2020 2021 2022
R2 R3 R4

鰺ヶ沢町 34.48% 33.68% 33.20%

同類型区分平均値 49.47% 48.19% 47.32%

年度 備考

2020 2021 2022
R2 R3 R4

鰺ヶ沢町 40.26% 44.51% 43.54%

同類型区分平均値 82.06% 82.26% 81.33%

年度
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（２）農業集落排水 

農業集落排水事業における各経営指標の状況を示す。 
 

表 26  経営指標による分析（農集） 

 
出典：経営比較分析表 

 

１）収益的収支比率 

 
 

 
  

2020 2021 2022
R2 R3 R4

1_収益的収支比率（％）
鰺ヶ沢町 67.85% 66.69% 63.45%

2_経費回収率（％）
鰺ヶ沢町 43.30% 43.72% 42.25%
同類型区分平均値 57.08% 56.26% 52.94%

3_汚水処理原価（円/ｍ3）
鰺ヶ沢町 323.11 318.55 328.98
同類型区分平均値 274.99 282.09 303.28

4_施設利用率（％）
鰺ヶ沢町 26.02% 25.39% 25.92%
同類型区分平均値 54.83% 66.53% 52.35%

5_水洗化率（％）
鰺ヶ沢町 69.33% 65.92% 66.46%
同類型区分平均値 84.70% 84.67% 84.39%

年度 備考

2020 2021 2022
R2 R3 R4

鰺ヶ沢町 67.9% 66.7% 63.5%

年度 備考
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２）経費回収率 

 
 

 
 

 
３）汚水処理原価 

 
    

 
 
 
  

2020 2021 2022
R2 R3 R4

鰺ヶ沢町 43.3% 43.7% 42.3%

同類型区分平均値 57.1% 56.3% 52.9%

年度 備考

2020 2021 2022
R2 R3 R4

鰺ヶ沢町 323.1 318.6 329.0 （円/ｍ3）

同類型区分平均値 275.0 282.1 303.3 （円/ｍ3）

年度 備考
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４）施設利用率 

 

 

 
  

2020 2021 2022

R2 R3 R4

鰺ヶ沢町 26.0% 25.4% 25.9%

同類型区分平均値 54.8% 66.5% 52.4%

年度 備考
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５）水洗化率 

 
 

 
  

  

2020 2021 2022
R2 R3 R4

鰺ヶ沢町 69.3% 65.9% 66.5%

同類型区分平均値 84.7% 84.7% 84.4%

年度 備考
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２．３ 経営比較分析表 

・経営分析比較表は、総務省が、各公営企業の経営及び施設の状況を表す主要な経営指標

を設定し、各公営企業の決算統計データをもとに分析し、策定しているもの。 

 

（１）経営比較分析表の特⻑ 

・各公営企業の基本データを表示（普及率、給水人口、料金等） 

・経営の健全性・効率性及び老朽化の状況を示す 11 指標の経年変化・類似団体比較

をグラフ・表を用いて分かりやすく表示 

・各公営企業が現状やその背景等について分析したコメントを掲載 

 

（２）経営指標（下水道事業） 

【経営の健全性・効率性】 
・経常収支比率、累積欠損金比率、流動比率、企業債残高対事業規模比率、経費回

収率、汚水処理原価、施設利用率、水洗化率 

 

【老朽化の状況】 
・有形固定資産減価償却率、管渠老朽化率、管渠改善率 

 

（３）期待される効果 

・各公営企業が自らの経営の現状や課題等を客観的に把握することが可能 

・各公営企業の現状や課題等が議会や住民に明らかになり、公営企業の経営状況の「見

える化」が進展 

 

（４）公表方法 

1）都道府県・政令市（都道府県・政令市が加入する企業団等を含む） 
・総務省においてとりまとめ、総務省 HP に掲載 

 

2）市町村（市町村が加入する企業団等を含む） 
・各都道府県市町村担当課においてとりまとめ、各都道府県 HP に掲載 

・各公営企業においても自らの HP に掲載 
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表 27  公共下水道 経営比較分析表（令和 4 年度） 
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表 28  農業集落排水 経営比較分析表（令和 4 年度） 
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第３章 経営の基本方針 

３．１ 基本的な考え方 

・ 下水事業に関する町の施策について、第６次  鰺ヶ沢町長期総合計画（令和 3 年度～

令和 7 年度）の抜粋を添付する。  
 

 

 
出典：第６次 鰺ヶ沢町⻑期総合計画（令和 3 年度〜令和 7 年度） 
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出典：第６次 鰺ヶ沢町⻑期総合計画（令和 3 年度〜令和 7 年度） 
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出典：第６次 鰺ヶ沢町⻑期総合計画（令和 3 年度〜令和 7 年度）P1 
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３．２ 下水道事業経営の基本方針 

  鰺ヶ沢町下水道事業の経営における基本方針は、第６次鰺ヶ沢町長期総合計画に掲げ

る下水道事業の進め方との整合を図るものとする。 

 

３．２．１ 公共下水道 

公共下水道事業における現状と課題として、次のことが挙げられる。 

 

（１）整備・投資面 

・ 下水道施設の面整備は、全体計画区域 329ha に対し令和 2 年度で 141.6ha 完了し

ているが、多くの未整備区域が残されている。 

   ※令和 4 年度に汚水処理構想の見直しを実施しており、下水道区域を 329ha から

157.8 へ縮小し浄化槽へ転換する計画としている。 

・ 処理場施設は、施設利用率が低い状況であるため、水洗化率の向上により、施設

利用率を向上させる必要がある。 

 

（２）維持管理面 

・ 維持管理費単価が高いため、維持管理費の低減を目指した維持管理の効率化に努

めることが必要である。 

 

（３）財政面 

・ 使用料単価は、令和 2 年度時点において青森県内で 27 都市中、2 番目に安価な状

況であり、使用料単価の見直しが必要である。 

 

 （４）その他経営面 

・ 水洗化率は、令和 2 年度時点において青森県内で 27 都市中、24 番目であり、継続

して接続率向上を目指していく必要がある。 
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前述の現状と課題を受けて、公共下水道の経営の基本方針は下記の通りとする。  
 

【経営の基本方針】 

施策１｜下水道施設の整備促進 
・ 計画区域の早期概成を目指し、効率的に施設整備を実施する。 

 
施策２｜下水道施設の適正な維持管理 

・ 処理施設の適正な運転と管理を実施する。 
・ 下水道管の事故防止のため、計画的な調査と維持管理を実施する。 
・ 自然災害等の緊急時対応のため、下水道危機管理体制を整備する。 

 
施策３｜下水道事業の経営の安定 

・ 下水道事業を持続的かつ安定的に経営していくため、収入・支出の両面から経営健
全化に取り組んでいく。 
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３．２．２ 農業集落排水 

農業集落排水事業における現状と課題として、次のことが挙げられる。 

（１）整備・投資面 

・ 下水道施設の整備は、計画区域 142.7ha の 100％の整備が完了している。 

・ 処理場施設は、施設利用率が低い状況である。水洗化率の向上により、施設利用率

を向上させる必要がある。 

 

（２）維持管理面 

・ 維持管理費単価は高いため、維持管理費の低減を目指した維持管理の効率化に努め

ることが必要である。 

 

（３）財政面 

・ 使用料単価は、令和 2 年度時点において青森県内で 26 都市中、7 番目に安価な状

況であり、使用料単価の見直しが必要である。 

 

 （４）その他経営面 

・ 水洗化率は、令和 2 年度時点において青森県内で 26 都市中、22 番目であり、継続

して接続率向上を目指していく必要がある。 

 

上記の現状と課題を受けて、農業集落排水の経営の基本方針は下記の通りとする。  

 

【経営の基本方針】 
施策１｜農業集落排水施設の適正な維持管理 

・ 処理施設の適正な運転と管理を実施する。 
・ 下水道管の事故防止のため、計画的な調査と維持管理を実施する。 
・ 自然災害等の緊急時対応のため、下水道危機管理体制を整備する。 

 
施策２｜農業集落排水事業の経営の安定 

・ 下水道事業を持続的かつ安定的に経営していくため、収入・支出の両面から経営
健全化に取り組んでいく。 
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第４章 投資・財政計画 

４．１ 公共下水道 

４．１．１ 行政人口 

将来行政人口は、町の上位計画である第 6 次鰺ヶ沢町長期総合計画で示されている「第

2 期まち・ひと・しごと創生鰺ヶ沢町人口ビジョン」の値を採用する。 
 

表 29 行政人口の推移 

 
出典：第 6 次鰺ヶ沢町⻑期総合計画（令和 3 年度〜令和 7 年度）P.4 

 

 
図 9 行政人口の推移 

（実績）基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 備考
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
8,738 8,560 8,382 8,202 8,032 7,862 7,692 7,522 7,349 7,196 7,043 6,890 採用
8,416 8,183 7,950 7,719 7,505 7,291 7,077 6,863 6,647 6,455 6,263 6,071

年度

町人口ビジョン
社人研推計
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４．１．２ 下水道計画人口 

・ 計画人口は、将来行政人口に計画人口割合の直近 3 年の実績値（32.5％）を乗じるこ

とで算出した。  
 

表 30 下水道計画人口の推移 

 
 

 

図 10 下水道計画人口の推移 
 

 
参考として、令和 4 年度に策定した汚水処理構想（見直）の概要を示す。  

 
表 31 汚水処理構想の概要【参考】  

年度 

基準年 

2021 年度 

（令和 3 年度） 

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 

2026 年度 

（令和 8 年度） 

中間目標年次 

 2031 年度 

（令和 13 年度） 

⻑期目標年次 

2041 年度 

（令和 23 年度） 

計画区域面積（ha） 329.0 157.8 157.8 157.8 

計画人口  （人） 5,239 2,757 2,370 1,700 

※将来人口の設定値等が異なるため、経営戦略と整合しない。 

（実績） 基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
8,888 8,560 8,382 8,202 8,032 7,862 7,692 7,522 7,349 7,196 7,043 6,890
2,912 2,785 2,727 2,668 2,613 2,558 2,502 2,447 2,391 2,341 2,291 2,241

32.8 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5

行政人口
計画人口
割合（％）

年度
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４．１．３ 水洗化人口 

・ 水洗化人口は、下水道計画人口に水洗化率の直近 3 年の実績値（42.8％）を乗じて算

出する。 

 

表 32 水洗化人口の推移 

 
 

 

図 11 水洗化人口の推移 
 
 

 

（実績） 基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
2,912 2,785 2,727 2,668 2,613 2,558 2,502 2,447 2,391 2,341 2,291 2,241

水洗化人口 1,268 1,191 1,166 1,141 1,118 1,094 1,070 1,047 1,022 1,001 980 959
水洗化率（％） 43.5% 42.8% 42.8% 42.8% 42.8% 42.8% 42.8% 42.8% 42.7% 42.8% 42.8% 42.8%

年度

計画人口
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４．１．４ 処理水量・有収水量 

・ 有収水量は、水洗化人口に一人一日あたりの使用水量の R4 実績値（105.7ℓ/日/人）を乗じ

て算出した。 

・ 処理水量は、有収水量を有収率の直近 3 年の実績値（85.7％）で除して算出した。 

 
 

表 33 処理水量の推移 

 
 

 

図 12 処理水量の推移 

  

（実績） 基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

水洗化人口（人） 1,268 1,191 1,166 1,141 1,118 1,094 1,070 1,047 1,022 1,001 980 959
166,683 146,830 143,747 140,665 137,830 134,871 131,912 129,077 125,995 123,406 120,817 118,228
133,986 125,850 123,208 120,566 118,136 115,600 113,064 110,634 107,992 105,773 103,554 101,335

80.4% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7% 85.7%

年度

有収水量（ｍ3/年）
有収率（％）

処理水量（ｍ3/年）
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４．１．５ 施設利用率 

・ 施設利用率は日平均処理水量を処理能力で除すことで算出した。 

・ 施設利用率は、処理水量の減少が見込まれることから令和 15 年度には 23.0％まで低下す

る見通しである。 

 

表 34 施設利用率の推移 

 
 

 

図 13 施設利用率の推移 

  

（実績） 基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）
年度 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
処理能⼒（ｍ3/日） 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
処理水量（ｍ3/日） 415 366 358 350 343 336 328 321 314 307 301 294
施設利用率 33.2% 29.2% 28.6% 28.0% 27.5% 26.9% 26.3% 25.7% 25.1% 24.6% 24.1% 23.5%



50 

４．１．６ 使用料の試算 

・ 現状、使用料で賄うべき維持管理費を使用料収入が下回っており、使用料単価も高資本費

対策に係る交付税措置の基準である 150 円/㎥も下回っている。このため、一般会計から多

額の基準が繰入金を投入することで成り立っている状況である。 

・ 維持管理費に対する基準外繰入を0にするには使用料を現行の約5～6倍に設定しなければ

ならないが、現実的ではないことから、まずは使用料単価が 150 円/㎥を上回る水準までの

値上げをするものとし、2026 年度より、使用料単価の改訂を反映した。  

・ 使用料単価の見直しにより、使用料収入は増加するものの、水洗化人口及び有収水量の減

少に伴い、使用料収入も減少する傾向である。 

 

表 35 使用料の推移（公共） 

 
 

 

図 14 使用料収入の試算 

（実績） 基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）
年度 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
消費税（％） 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
有収水量（ｍ３/年） 133,986 125,850 123,208 120,566 118,136 115,600 113,064 110,634 107,992 105,773 103,554 101,335
使用料収入（千円/年）税込 17,112 16,073 15,735 15,398 19,492 19,074 18,656 18,255 17,819 17,453 17,086 16,720
使用料収入（千円/年）税抜 15,556 14,611 14,305 13,998 17,720 17,340 16,960 16,595 16,199 15,866 15,533 15,200
使用料単価（円/ｍ３） 116.1 116.1 116.1 116.1 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
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【参考】維持管理費に対する基準外繰入⾦を 0 円とするための使用料単価の資産 

・ 現状、使用料で賄うべき維持管理費を使用料収入が下回っており、使用料単価も高資本費

対策に係る交付税措置の基準である 150 円/㎥も下回っている。このため、一般会計から多

額の基準が繰入金を投入することで成り立っている状況である。 

・ 維持管理費に対する基準外繰入を 0 円にするには使用料を現行の約 5～6 倍（558.2～667.6

円/㎥）に設定しなければならない結果となった。  

 

（参考）表 1 維持管理費に対する基準外繰入⾦を 0 とするための使用料 
（実績） 基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）

年度 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

消費税（％） 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
有収水量（ｍ３/年） 133,986 125,850 123,208 120,566 118,136 115,600 113,064 110,634 107,992 105,773 103,554 101,335
使用料収入（千円/年）税込 17,112 16,073 15,735 15,398 72,538 72,977 73,422 73,617 73,816 74,016 74,217 74,421
使用料収入（千円/年）税抜 15,556 14,611 14,305 13,998 65,944 66,343 66,747 66,925 67,105 67,287 67,470 67,655
使用料単価（円/ｍ３） 116.1 116.1 116.1 116.1 558.2 573.9 590.4 604.9 621.4 636.2 651.5 667.6
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４．２ 投資の予測 

４．２．１ 建設改良費 

（１）過去実績 

・ 管路施設は、下水道事業の概成に向けて面整備を推進している。 
・ 処理場は、整備が終了しているため直近における建設改良費の支出はない。なお、2022

年度（R4）に発生した豪雨によって処理場が浸水被害を受けたが、その復旧費は委託費

で計上されている。 
表 36 建設改良費の実績 

 

 

（２）今後の整備計画 

・ 計画期間における整備計画は、令和 5 年 7 月に策定した修正計画に準拠する。 

 
表 37 施設整備計画（公共） 

 

 

 
 

  

（単位:千円）

年度 2020 2021 2022

R2 R3 R4

管渠 単年度 174,448 14,346 74,926

累計 4,802,524 4,816,870 4,891,796

処理場 単年度 0 0 0

累計 3,115,109 3,115,109 3,115,109

その他 単年度 0 0 0

累計 6,825 6,825 6,825

合計 単年度 174,448 14,346 74,926

累計 7,924,458 7,938,804 8,013,730

（実績） 基準年 （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画）

年度 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

管渠 74,926 100,131 65,063 65,534 68,658 46,418 41,351 40,145 34,959 35,042 30,937 30,937

処理場 0 172,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 74,926 272,972 65,063 65,534 68,658 46,418 41,351 40,145 34,959 35,042 30,937 30,937
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４．２．２ 維持管理費の整理 

過年度実績等をもとに維持管理費の予測を行う。 

 

（１）職員給与費 

・ これまで職員給与費を計上していないことから、将来計画も計上しない。 

 

（２）動⼒費 

・ 処理場の運用に関する動力費を計上する。 

・ 過年度を基準値とし、物価上昇を考慮して毎年 1％増加するものとした。なお、2028

年度（R10）以降は同額とする。 

 

（３）修繕費 

・ 管渠及び処理場に関する修繕費を計上する。 

・ 過年度を基準値とし、物価上昇を考慮して毎年 1％増加するものとした。なお、2028

年度（R10）以降は同額とする。 

 

（４）材料費 

・ 管渠及び処理場に関する材料費を計上する。 

・ 過年度はほとんど計上されていないが、2023 年度（R5）より毎年 100 千円を計上す

る。 

 

（５）委託料 

・ 管渠及び処理場の維持管理に関する委託料を計上する。 

・ 過年度を基準値とし、物価上昇を考慮して毎年 1％増加するものとした。なお、2028

年度（R10）以降は同額とする。 

 

（６）その他 

・ 決算統計における「その他」の項目を計上する。 

・ 過年度を基準値とし、物価上昇を考慮して毎年 1％増加するものとした。なお、2028

年度（R10）以降は同額とする。 
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表 38 維持管理の試算 

 

 

 

図 15 維持管理費の推移 

（実績） （実績） （実績） 基準年 （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画）

年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

職員給与費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

動⼒費 6,033 6,682 8,380 8,464 8,472 8,480 8,488 8,496 8,504 8,504 8,504 8,504 8,504 8,504

修繕費 15,021 11,843 19,814 20,012 20,032 20,052 20,072 20,092 20,112 20,112 20,112 20,112 20,112 20,112

材料費 0 0 181 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

委託料 12,422 16,134 44,945 16,295 16,458 16,623 16,789 16,957 17,127 17,127 17,127 17,127 17,127 17,127

その他 2,621 2,801 3,265 2,925 2,954 2,984 3,014 3,044 3,074 3,074 3,074 3,074 3,074 3,074

計 36,097 37,460 76,585 47,796 48,016 48,239 48,463 48,689 48,917 48,917 48,917 48,917 48,917 48,917
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４．２．３ 効率化・経営健全化への取組み  

（１）投資計画財政計画（収支計画）の今後の取り組みについて 

広域化・共同化・最適化
に関する事項 

・ 広域化・共同化・最適化に関して、農業集落排水事業の
中村地区と南浮⽥区域の下水道区域への統廃合等を今
後検討し、下水道事業の効率化を図り、コスト縮減を行
う。 

投資の平準化に関する事
項 

・ ストックマネジメント計画を策定し、計画的な維持管理
と効率的な改築の推進によって、維持管理費及び改築更
新費の縮減を図る。 

⺠間活⼒の活用に関する
事項（PPP/PFI など） 

・ ⺠間活⼒の活用に関して、処理場の維持管理費の軽減の
ため、効率的な維持管理体制の構築等を今後検討してい
く。 

その他の取組 
・ 上記以外の今後の投資に関する取組について、今のとこ

ろ予定はないが、国の動向や他都市の状況を注視し、必
要に応じて検討を進めていく。 

 

（２）今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関する
事項 

・ 現状において、使用料で賄うべき維持管理費を使用料収
入が下回っているうえ、使用料単価も高資本費対策に係
る交付税措置の基準である 150 円/㎥も下回っており、
⼀般会計から多額の基準が繰入⾦を投入することで成
り立っている状況である。 

・ 維持管理費に対する基準外繰入を 0 にするには使用料を
現行の約 5〜6 倍に設定しなければならず、現実的では
ないことから使用料単価を 150 円/㎥へ改訂し、⼀般会
計繰入⾦の抑制を図る方針とする。 

資産活用による収入増加 
の取組について 

・ 資産活用により収入増加の取組について、活用可能な資
産がないため、現時点では予定していない。 

その他の取組 
・ 上記以外の今後の財源確保に関する取組について、今の

ところ予定はないが、国の動向や他都市の状況を注視
し、必要に応じて検討を進めていく。 
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（３）投資以外の経費についての考え方・検討状況 

⺠間活⼒の活用に関する
事項（包括的⺠間委託等
の⺠間委託、指定管理者
制度、PPP/PFI など） 

・ 投資以外の経費に対する⺠間活⼒に関して、管渠施設の
計画的な維持管理による費用の効率化等を今後検討し
ていく。 

職員給与費に関する事項 
・ 各種業務に対する適正化を図り、費用の増加の抑制等を

今後検討していく。 

動⼒費に関する事項 
・ 動⼒費の経費削減等に関して、施設更新時に省電⼒設備

の導入、運転操作方法の調整による動⼒費の軽減等を今
後検討していく。 

薬品費に関する事項 
・ 薬品費の経費削減等に関して、効率的な維持管理による

薬品費の軽減等を今後検討していく。 

修繕費に関する事項 
・ 修繕費の経費削減等に関して、効率的な維持管理による

修繕費の適正化等を今後検討していく。 

委託費に関する事項 
・ 委託費の経費削減等に関して、管渠の計画的な調査・点

検、施設の最適な維持管理による費用の抑制を今後検討
していく。 

その他の取組 
・ 上記以外の今後の経費削減等に関する取組について、今

のところ予定はないが、国の動向や他都市の状況を注視
し、必要に応じて検討を進めていく。 
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４．２．４ 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

【方針 1】 

・ 令和６年度の法適後１年間の実績値を基に、令和７年度に経営戦略の見直しを行う。 
 

【方針 2】 

・ 毎年、決算確定後に投資・財政計画と実績の比較を行い、計画と乖離がないか検証す
る。 
 

【方針 3】 

・ 計画と大きな乖離が⽣じる場合は、その原因を分析し経営戦略の見直しに反映させる。 
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様式第 2 号（法適用企業・収益的収支）
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様式第 2 号（法適用企業・資本的収支） 
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４．３ 農業集落排水 

４．３．１ 行政人口 
将来行政人口は、町の上位計画である第 6 次鰺ヶ沢町長期総合計画で示されている「第 2

期まち・ひと・しごと創生鰺ヶ沢町人口ビジョン」の値を採用する。 
 

表 39 行政人口の推移 

 
出典：第 6 次鰺ヶ沢町⻑期総合計画（令和 3 年度〜令和 7 年度）P.4 

 

 

図 16 行政人口の推移 

 
 

 

  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 備考
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
8,738 8,560 8,382 8,202 8,032 7,862 7,692 7,522 7,349 7,196 7,043 6,890 採用
8,416 8,183 7,950 7,719 7,505 7,291 7,077 6,863 6,647 6,455 6,263 6,071

町人口ビジョン
社人研推計

年度
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４．３．２ 下水道計画人口 

・ 計画人口は、将来行政人口に対する計画人口割合の直近 3 年の実績値（16.25％）を乗じる

ことで算出した。 
 

表 40 下水道計画人口の推移 

 

 

図 17 下水道計画人口の推移 

 
 
参考として、令和 4 年度に策定した汚水処理構想（見直）の概要を示す。 

 

表 41 汚水処理構想の概要【参考】 

年度 
基準年 

2021 年度 
（令和 3 年度） 

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 
2026 年度 

（令和 8 年度） 

中間目標年次 
 2031 年度 

（令和 13 年度） 

⻑期目標年次 
2041 年度 

（令和 23 年度） 
計画区域面積（ha） 142.7 142.7 142.7 142.7 
計画人口  （人） 1,476 1,210 1,040 746 

※将来人口の設定値等が異なるため、経営戦略と整合しない。 

 
 

（実績） 基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
8,888 8,560 8,382 8,202 8,032 7,862 7,692 7,522 7,349 7,196 7,043 6,890
1,437 1,383 1,354 1,325 1,298 1,270 1,243 1,215 1,187 1,162 1,138 1,113
0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.161 0.162 0.162

年度

行政人口
計画人口
割合（％）
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４．３．３ 水洗化人口 

・ 水洗化人口は、計画人口に水洗化率の直近 3 年の実績値（67.2％）を乗じて算出する。 

 

表 42 水洗化人口の推移 

 

 
 

 

図 18 水洗化人口の推移 

 
  

（実績） 基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1,437 1,383 1,354 1,325 1,298 1,270 1,243 1,215 1,187 1,162 1,138 1,113

水洗化人口 955 930 910 891 872 854 835 817 798 782 765 748
水洗化率 66.5% 67.2% 67.2% 67.2% 67.2% 67.2% 67.2% 67.2% 67.2% 67.3% 67.2% 67.2%

年度

計画人口
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４．３．４ 処理水量・水洗化水量 
・処理水量は、1 人当たりの水量を 230L/人・日と設定して、試算した。 

・有収水量は、過去実績を考慮し、有収率の目標を 80％と設定して、試算した。 

 

表 43 処理水量の推移 

 
 

 

図 19 処理水量の推移 

  

（実績） 基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

水洗化人口（人） 955 930 910 891 872 854 835 817 798 782 765 748
90,108 86,949 85,079 83,303 81,526 79,843 78,067 76,384 74,608 73,111 71,522 69,933
71,463 69,592 68,096 66,674 65,252 63,905 62,483 61,136 59,715 58,517 57,245 55,973
79.3% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0%

有収水量（ｍ3/年）
有収率（％）

処理水量（ｍ3/年）

年度
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４．３．５ 施設利用率 

・ 施設利用率は日平均処理水量を処理能力で除すことで算出した。 

・ 施設利用率は、処理水量の減少が見込まれることから令和 16 年度には 19.7％まで低

下する見通しである。 

 

表 44 施設利用率の推移 

 
 

 

図 20 施設利用率の推移 

  

（実績） 基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）
年度 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
処理能⼒（ｍ3/日） 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953
処理水量（ｍ3/日） 247 238 233 228 223 219 214 209 204 200 196 192
施設利用率 25.9% 25.0% 24.5% 23.9% 23.4% 23.0% 22.4% 22.0% 21.4% 21.0% 20.6% 20.1%
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４．３．６ 使用料の試算 

・ 現状、使用料で賄うべき維持管理費を使用料収入が下回っており、使用料単価も高資本費対

策に係る交付税措置の基準である 150 円/㎥も下回っている。このため、一般会計から多額

の基準が繰入金を投入することで成り立っている状況である。 

・ 維持管理費に対する基準外繰入を 0 にするには使用料を現行の約 4～5 倍に設定しなければ

ならないが、現実的ではないことから、まずは使用料単価が 150 円/㎥を上回る水準までの

値上げをするものとし、2026 年度より使用料単価の改訂を反映した。  

・ 使用料単価の見直しにより、使用料収入は増加するものの、水洗化人口及び有収水量の減少

に伴い、使用料収入も減少する傾向である。 
・  

表 45 使用料の推移（農集） 

 
 

・ 参考として、使用料単価を 150 円/㎥として場合の使用料収入の試算を下記に示す。 

 

図 21 使用料収入の試算 

  

（実績） 基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）
年度 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
消費税（％） 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
有収水量（ｍ３/年） 71,463 69,592 68,096 66,674 65,252 63,905 62,483 61,136 59,715 58,517 57,245 55,973
使用料収入（千円/年）税込 9,933 9,673 9,465 9,267 10,767 10,544 10,310 10,087 9,853 9,655 9,445 9,236
使用料収入（千円/年）税抜き9,030 8,794 8,605 8,425 9,788 9,586 9,372 9,170 8,957 8,778 8,587 8,396
使用料単価（円/ｍ３） 126.4 126.4 126.4 126.4 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0
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【参考】維持管理費に対する基準外繰入⾦を 0 円とするための使用料単価の資産 

・ 現状、使用料で賄うべき維持管理費を使用料収入が下回っており、使用料単価も高資本費

対策に係る交付税措置の基準である 150 円/㎥も下回っている。このため、一般会計から多

額の基準が繰入金を投入することで成り立っている状況である。 

・ 維持管理費に対する基準外繰入を 0 円にするには使用料を現行の約 4～5 倍（510.9～609.7

円/㎥）に設定しなければならない結果となった。  

 

（参考）表 2 維持管理費に対する基準外繰入⾦を 0 とするための使用料 

（実績） 基準年 （計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）（計画）
年度 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
消費税（％） 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
有収水量（ｍ３/年） 71,463 69,592 68,096 66,674 65,252 63,905 62,483 61,136 59,715 58,517 57,245 55,973
使用料収入（千円/年）税込 9,933 9,673 9,465 9,267 36,669 36,926 37,186 37,254 37,324 37,396 37,467 37,539
使用料収入（千円/年）税抜き9,030 8,794 8,605 8,425 33,335 33,569 33,805 33,867 33,931 33,996 34,061 34,127
使用料単価（円/ｍ３） 126.4 126.4 126.4 126.4 510.9 525.3 541.0 554.0 568.2 581.0 595.0 609.7
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４．4 投資の予測 

４．４．１ 建設改良費 

 （１）過去実績 

・ 農業集落排水事業は概成していることから、直近で整備は実施していない。 
 

表 46 建設改良費の過去事績 

 

                                                           

 

（２）今後の整備計画 

・ 農業集落排水事業は、将来的に下水道への接続を予定しているが計画期間内での整備

予定はない。 

 

表 47 施設整備計画（農集） 

 

  

年度 2022 2022 2022
R2 R3 R4

管渠 単年度 0 0 0
累計 2,393,504 2,393,504 2,393,504

処理場 単年度 0 0 0
累計 1,358,524 1,358,524 1,358,524

その他 単年度 0 0 0
累計 744,220 744,220 744,220

合計 単年度 0 0 0
累計 4,496,248 4,496,248 4,496,248

（単位：千円）

（実績） 基準年 （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画）

年度 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

管渠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

処理場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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４．４．２ 維持管理費の整理 
過年度実績等をもとに維持管理費の予測を行う。 

 

（１）職員給与費 

・ これまで職員給与費を計上していないため、将来計画も計上しない。 

 

（２）動⼒費 

・ 処理場の運用に関する動力費を計上する。 

・ 過年度を基準値とし、物価上昇を考慮して毎年 1％増加するものとした。なお、

2028 年度（R10）以降は同額とする。 

 

（３）修繕費 

・ 管渠及び処理場に関する修繕費を計上する。 

・ 過年度を基準値とし、物価上昇を考慮して毎年 1％増加するものとした。なお、

2028 年度（R10）以降は同額とする。 

 

（４）材料費 

・ 管渠及び処理場に関する材料費を計上する。 

・ 過年度はほとんど計上していないが 2023 年度（R5）より毎年 50 千円を計上する。 

・  

（５）路面復旧費 

・ 管渠に関する路面復旧費を計上する。 

・ 過年度はほとんど計上されていないが、2023 年度（R5）より毎年 200 千円を計上

する。 

 

（６）委託料 

・ 管渠及び処理場の維持管理に関する委託料を計上する。 

・ 過年度を基準値とし、物価上昇を考慮して毎年 1％増加するものとした。なお、

2028 年度（R10）以降は同額とする。 

 

（７）その他 

・ 決算統計における「その他」の項目を計上する。 

・ 過年度を基準値とし、物価上昇を考慮して毎年 1％増加するものとした。なお、

2028 年度（R10）以降は同額とする。 
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表 48 維持管理費の推移 

 
 

 

図 22 維持管理費の推移 

（実績） （実績） （実績） 基準年 （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画）

年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

職員給与費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

動⼒費 8,045 8,274 9,075 9,166 9,175 9,184 9,193 9,202 9,211 9,211 9,211 9,211 9,211 9,211

修繕費 2,737 3,142 1,457 1,472 1,473 1,474 1,475 1,476 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477 1,477

材料費 0 0 2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

路面復旧費 0 0 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

委託料 9,415 13,545 16,812 13,680 13,817 13,955 14,095 14,236 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378

その他 3,583 1,185 1,425 2,085 2,106 2,127 2,148 2,169 2,191 2,191 2,191 2,191 2,191 2,191

計 23,780 26,146 28,951 26,653 26,821 26,990 27,161 27,333 27,507 27,507 27,507 27,507 27,507 27,507
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４．４．３ 効率化・経営健全化への取組み  

（１）投資計画財政計画（収支計画）の今後の取り組みについて 

広域化・共同化・最適化
に関する事項 

・ 広域化・共同化・最適化に関して、中村地区と南浮⽥区
域の下水道区域への接続を今後検討していく。 

投資の平準化に関する事
項 

・ 投資の平準化に関して、機能診断の結果に基づき計画的
な維持管理と効率的な改築の推進等を今後検討してい
く。 

⺠間活⼒の活用に関する
事項（PPP/PFI など） 

・ ⺠間活⼒の活用に関して、処理場の維持管理費の軽減の
ため、効率的な維持管理体制の構築等を今後検討してい
く。 

その他の取組 
・ 上記以外の今後の投資に関する取組について、今のとこ

ろ予定はないが、国の動向や他都市の状況を注視し、必
要に応じて検討を進めていく。 

 

（２）今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関する
事項 

・ 現状において、使用料で賄うべき維持管理費を使用料収
入が下回っているうえ、使用料単価も高資本費対策に係
る交付税措置の基準である 150 円/㎥も下回っており、⼀
般会計から多額の基準が繰入⾦を投入することで成り立
っている状況である。 

・ 維持管理費に対する基準外繰入を 0 にするには使用料を
現行の約 4〜5 倍に設定しなければならず、現実的ではな
いことから使用料単価を 150 円/㎥へ改訂し、⼀般会計繰
入⾦の抑制を図る方針とする。 

資産活用による収入増加 
の取組について 

・ 資産活用により収入増加の取組について、活用可能な資
産がないため、現時点では予定していない。 

その他の取組 
・ 上記以外の今後の財源確保に関する取組について、今の

ところ予定はないが、国の動向や他都市の状況を注視し、
必要に応じて検討を進めていく。 
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（３）投資以外の経費についての考え方・検討状況 

⺠間活⼒の活用に関する
事項（包括的⺠間委託等
の⺠間委託、指定管理者
制度、PPP/PFI など） 

・ 投資以外の経費に対する⺠間活⼒に関して、管渠施設の
計画的な維持管理による費用の効率化等を今後検討して
いく。 

職員給与費に関する事項 
・ 各種業務に対する適正化を図り、費用の増加の抑制等を

今後検討していく。 

動⼒費に関する事項 
・ 動⼒費の経費削減等に関して、施設更新時に省電⼒設備

の導入、運転操作方法の調整による動⼒費の軽減等を今
後検討していく。 

薬品費に関する事項 
・ 薬品費の経費削減等に関して、効率的な維持管理による

薬品費の軽減等を今後検討していく。 

修繕費に関する事項 
・ 修繕費の経費削減等に関して、効率的な維持管理による

修繕費の適正化等を今後検討していく。 

委託費に関する事項 
・ 委託費の経費削減等に関して、管渠の計画的な調査・点

検、施設の最適な維持管理による費用の抑制を今後検討
していく。 

その他の取組 
・ 上記以外の今後の経費削減等に関する取組について、今

のところ予定はないが、国の動向や他都市の状況を注視
し、必要に応じて検討を進めていく。 
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４．４．４ 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

【方針 1】 

・ 令和６年度の法適後１年間の実績値を基に、令和７年度に経営戦略の見直しを行う。 
 

【方針 2】 

・ 毎年、決算確定後に投資・財政計画と実績の比較を行い、計画と乖離がないか検証す
る。 
 

【方針 3】 

・ 計画と大きな乖離が⽣じる場合は、その原因を分析し経営戦略の見直しに反映させる。 
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様式第 2 号（法適用企業・収益的収支） 
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様式第 2 号（法適用企業・資本的収支） 

 


